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Ⅳ

知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
百
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
知
的
障
害
者
授
産
施
設
）

第
一
条

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設
は
、
知
的
障
害
者
授
産
施
設
（
通
所

の
み
に
よ
り
利
用
さ
れ
る
施
設
で
あ
つ
て
、
常
時
利
用
す
る
者
が
二
十
人
未
満
で

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
判
定
書
の
交
付
）

（
判
定
書
の
交
付
）

第
二
条

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
（
法
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者

第
一
条

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う

更
生
相
談
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
は
、
当
該
知
的
障

。
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
を
い
う
。
以
下
こ

害
者
更
生
相
談
所
が
法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
業
務
を
行
つ
た

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
は
、
当
該
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
が
同
条
第
二

場
合
に
お
い
て
、
当
該
知
的
障
害
者
若
し
く
は
そ
の
保
護
者
、
市
町
村
の
設
置
す

項
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
知
的
障
害
者
若
し

る
福
祉
事
務
所
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
定
め
る

く
は
そ
の
保
護
者
又
は
援
護
の
実
施
者
若
し
く
は
福
祉
事
務
所
（
社
会
福
祉
法
（

福
祉
に
関
す
る
事
務
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
又
は
町

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
定
め
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
を
い
う
。

村
長
（
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
の
長
を
除
く
。
）
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と

）
の
長
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
知
的

き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
知
的
障
害
者
の
福
祉
を
図
る
た
め
に

障
害
者
の
福
祉
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
判
定
書
を
交
付
し
な
け

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
判
定
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
居
宅
支
給
決
定
知
的
障
害
者
の
居
住
地
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
条

居
宅
受
給
者
証
（
法
第
十
五
条
の
六
第
五
項
に
規
定
す
る
居
宅
受
給
者
証

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
た
居
宅
支
給
決
定
知
的
障
害
者
（
同
項

に
規
定
す
る
居
宅
支
給
決
定
知
的
障
害
者
を
い
う
。
第
三
項
及
び
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
は
、
居
宅
支
給
決
定
期
間
（
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
居
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宅
支
給
決
定
期
間
を
い
う
。
第
三
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
お
い
て

、
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
、
又
は
同
一
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
居
住
地
を

移
し
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
居
宅
受
給
者
証
を
添
え
て
、
市
町
村
に
そ
の

旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
市
町
村
は
、
そ
の
居
宅
受

給
者
証
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

居
宅
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
た
居
宅
支
給
決
定
知
的
障
害
者
は
、
居
宅
支
給

決
定
期
間
内
に
お
い
て
、
他
の
市
町
村
の
区
域
に
居
住
地
を
移
し
た
と
き
は
、
十

四
日
以
内
に
、
居
宅
受
給
者
証
を
添
え
て
、
旧
居
住
地
の
市
町
村
に
そ
の
旨
を
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
居
宅
受
給
者
証
の
再
交
付
）

第
四
条

市
町
村
は
、
居
宅
受
給
者
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
つ
た
居
宅
支
給
決

定
知
的
障
害
者
か
ら
、
居
宅
支
給
決
定
期
間
内
に
お
い
て
、
居
宅
受
給
者
証
の
再

交
付
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
居

宅
受
給
者
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
設
支
給
決
定
知
的
障
害
者
の
居
住
地
の
変
更
の
届
出
等
）

第
五
条

施
設
受
給
者
証
（
法
第
十
五
条
の
十
二
第
五
項
に
規
定
す
る
施
設
受
給
者

証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
た
施
設
支
給
決
定
知
的
障
害
者
（
同

項
に
規
定
す
る
施
設
支
給
決
定
知
的
障
害
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
施
設

支
給
決
定
期
間
（
法
第
十
五
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
を
い
う

。
第
三
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
お
い
て
、
氏
名
を
変
更
し
た
と
き

、
又
は
同
一
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
居
住
地
を
移
し
た
と
き
は
、
十
四
日

以
内
に
、
施
設
受
給
者
証
を
添
え
て
、
市
町
村
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
市
町
村
は
、
そ
の
施
設
受

給
者
証
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

施
設
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
た
施
設
支
給
決
定
知
的
障
害
者
は
、
施
設
支
給

決
定
期
間
内
に
お
い
て
、
他
の
市
町
村
の
区
域
に
居
住
地
を
移
し
た
と
き
は
、
十

四
日
以
内
に
、
施
設
受
給
者
証
を
添
え
て
、
旧
居
住
地
の
市
町
村
に
そ
の
旨
を
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
設
受
給
者
証
の
再
交
付
）

第
六
条

市
町
村
は
、
施
設
受
給
者
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
つ
た
施
設
支
給
決

定
知
的
障
害
者
か
ら
、
施
設
支
給
決
定
期
間
内
に
お
い
て
、
施
設
受
給
者
証
の
再

交
付
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施

設
受
給
者
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
七
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
居
宅
受
給
者
証
及
び
施
設
受
給
者
証

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
知
的
障
害
者
居
宅
介
護
に
関
す
る
措
置
の
基
準
）

（
居
宅
に
お
け
る
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
措
置
の
基
準
）

第
八
条

法
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
の
う
ち
知
的
障
害
者
居

第
二
条

法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
措
置
は
、
当
該
知
的
障
害
者
が
居
宅
に
お
い

宅
介
護
の
措
置
は
、
当
該
知
的
障
害
者
が
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と

て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
知
的
障
害
者
の
身
体
及
び
精
神

が
で
き
る
よ
う
、
当
該
知
的
障
害
者
の
身
体
及
び
精
神
の
状
況
並
び
に
そ
の
置
か

の
状
況
並
び
に
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
適
切
な
同
項
に
規
定
す
る
便

れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
適
切
な
知
的
障
害
者
居
宅
介
護
を
提
供
し
、
又
は
知
的

宜
を
供
与
し
、
又
は
当
該
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
委
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る

障
害
者
居
宅
介
護
の
提
供
を
委
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

。（
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
に
お
け
る
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
措

（
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
措
置
の
基
準
）

置
の
基
準
）
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第
九
条

法
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
の
う
ち
知
的
障
害
者
デ

第
三
条

法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
措
置
は
、
知
的
障
害
者
又
は
そ
の
介
護
を
行

イ
サ
ー
ビ
ス
の
措
置
は
、
当
該
知
的
障
害
者
又
は
そ
の
介
護
を
行
う
者
の
自
立
の

う
者
で
あ
つ
て
同
項
に
規
定
す
る
便
宜
を
必
要
と
す
る
も
の
が
そ
の
自
立
の
促
進

促
進
、
生
活
の
改
善
等
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
知
的
障
害
者
又
は
そ

、
生
活
の
改
善
等
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
知
的
障
害
者
又
は
そ
の
介

の
介
護
を
行
う
者
の
障
害
そ
の
他
の
状
況
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ

護
を
行
う
者
の
障
害
そ
の
他
の
状
況
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
当

て
適
切
な
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
選
定

該
便
宜
を
適
切
に
供
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
選
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

。

（
知
的
障
害
者
短
期
入
所
に
関
す
る
措
置
の
基
準
）

（
短
期
間
入
所
に
関
す
る
措
置
の
基
準
）

第
十
条

法
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
の
う
ち
知
的
障
害
者
短

第
四
条

法
第
十
五
条
の
三
第
三
項
の
措
置
は
、
当
該
知
的
障
害
者
の
身
体
及
び
精

期
入
所
の
措
置
は
、
当
該
知
的
障
害
者
の
身
体
及
び
精
神
の
状
況
並
び
に
そ
の
置

神
の
状
況
並
び
に
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
適
切
に
保
護
す
る
こ
と
が

か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
適
切
な
知
的
障
害
者
短
期
入
所
を
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
施
設
を
選
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

で
き
る
施
設
を
選
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
に
関
す
る
措
置
の
基
準
）

（
共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
に
お
け
る
援
助
に
関
す
る
措
置
の
基
準
）

第
十
一
条

法
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
の
う
ち
知
的
障
害
者

第
五
条

法
第
十
六
条
第
三
項
の
措
置
は
、
当
該
知
的
障
害
者
が
自
立
を
目
指
し
、

地
域
生
活
援
助
の
措
置
は
、
当
該
知
的
障
害
者
が
自
立
を
目
指
し
、
地
域
に
お
い

地
域
に
お
い
て
共
同
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
知
的
障

て
共
同
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
知
的
障
害
者
の
身
体

害
者
の
身
体
及
び
精
神
の
状
況
並
び
に
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
適
切

及
び
精
神
の
状
況
並
び
に
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
適
切
な
知
的
障
害

な
同
項
に
規
定
す
る
援
助
を
行
い
、
又
は
当
該
援
助
を
行
う
こ
と
を
委
託
し
て
行

者
地
域
生
活
援
助
を
提
供
し
、
又
は
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
の
提
供
を
委
託

う
も
の
と
す
る
。

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
国
又
は
都
道
府
県
の
負
担
）

第
六
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
の
負
担
は
、
各
年
度
に

お
い
て
、
第
八
条
に
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
算
定
し
た
法
第
二
十
二
条
第
三
号
に

掲
げ
る
費
用
の
額
か
ら
、
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
の
額
を
控
除
し
た
額
に
つ
い

て
行
う
。

２

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
第
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八
条
に
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
算
定
し
た
市
町
村
又
は
都
道
府
県
が
法
第
二
十
二

条(

第
一
号
の
二
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条(

第
二
号
の
二
を
除
く
。
）
の
規

定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用
の
額
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て

算
定
し
た
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
額
そ
の
他
そ
の
費
用
の
た
め

の
収
入
の
額
を
控
除
し
た
額
に
つ
い
て
行
う
。

（
都
道
府
県
の
負
担
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
設
）

第
七
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。一

知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

二

知
的
障
害
者
通
勤
寮

三

知
的
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム

四

知
的
障
害
者
授
産
施
設(

通
所
の
み
に
よ
り
利
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。)

で

あ
つ
て
、
常
時
利
用
す
る
者
が
二
十
人
未
満
で
あ
る
も
の

（
費
用
の
算
定
基
準
）

第
八
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
は

、
当
該
行
政
措
置
に
係
る
施
設
の
事
務
費
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
所

者
一
人
一
日
当
た
り
の
額
と
、
入
所
者
の
飲
食
物
費
等
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
一
人
一
日
当
た
り
の
額
と
の
合
計
額
に
、
当
該
行
政
措
置
を
行
つ
た
延
べ

人
員
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

法
第
二
十
二
条
第
三
号
又
は
第
二
十
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
費
用
は
、
当
該
施

設
の
建
築
、
買
収
又
は
改
造
を
行
お
う
と
す
る
時
に
お
け
る
建
築
費
、
買
収
費
又

は
改
造
費
を
基
準
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
坪
当
た
り
の
建
築
単
価
、

買
収
単
価
又
は
改
造
単
価
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
範
囲
内
の
当
該
建
築
、

買
収
又
は
改
造
に
係
る
延
べ
坪
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
、
厚
生
労
働
大
臣
が
入
所

定
員
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
設
備
費
の
額
と
を
合
算
し
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た
額
と
す
る
。

（
国
の
負
担
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
設
）

第
九
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
政
令
で
定
め
る
施
設
及
び
同
項
第

三
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
国
又
は
都
道
府
県
の
補
助
）

第
十
条

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
の
補
助
は
、
各
年
度
に

お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
算
定
し
た
法
第
二
十
二
条
第

一
号
の
二
に
掲
げ
る
費
用
の
額
か
ら
、
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
の
額
を
控
除
し

た
額
に
つ
い
て
行
う
。

２

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
算
定
し
た
法
第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
又

は
第
二
十
三
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
費
用
の
額
か
ら
、
そ
の
費
用
の
た
め
の
収

入
の
額
を
控
除
し
た
額
に
つ
い
て
行
う
。

（
都
道
府
県
又
は
国
の
負
担
）

第
十
二
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道

府
県
又
は
国
の
負
担
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
行
う
。

一

法
第
二
十
二
条
第
三
号
又
は
第
二
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
知

的
障
害
者
援
護
施
設
の
設
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の

合
計
額

イ

当
該
知
的
障
害
者
援
護
施
設
の
用
に
供
す
る
建
物
の
建
築
、
買
収
又
は
改

造
を
行
お
う
と
す
る
時
に
お
け
る
建
築
費
、
買
収
費
又
は
改
造
費
を
基
準
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
建
築
単
価
、
買

収
単
価
又
は
改
造
単
価
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
範
囲
内
の
当
該
建
築

、
買
収
又
は
改
造
に
係
る
延
べ
平
方
メ
ー
ト
ル
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
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額
が
当
該
年
度
に
お
い
て
現
に
当
該
建
築
、
買
収
又
は
改
造
に
要
し
た
費
用

の
額
（
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
の
額
を
控
除

す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
）

ロ

厚
生
労
働
大
臣
が
入
所
定
員
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
る
基
準
に

よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
知
的
障
害
者
援
護
施
設
の
用
に
供
す
る
建
物
の
建
築

、
買
収
又
は
改
造
に
伴
い
必
要
と
な
る
機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
に
要
す

る
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
当
該
年
度
に
お
い
て
現
に
当
該
設
備
に
要
し
た
費

用
の
額
（
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
の
額
を
控

除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
）

二

法
第
二
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
行
政
措
置

に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定

し
た
法
第
二
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
（
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の

行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
額
（
そ
の
額
が
当
該
年
度
に
お
い
て

現
に
要
し
た
当
該
費
用
の
額
（
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
収
入
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
費
用
の

額
と
す
る
。
）
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当

該
費
用
に
係
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
額
を
控
除
し
た
額

三

法
第
二
十
二
条
第
一
号
の
三
に
掲
げ
る
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
施
設
訓

練
等
支
援
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲

げ
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額

が
現
に
当
該
指
定
施
設
支
援
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
支
援
を
い

う
。
）
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
収
入
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
費
用
の

額
と
す
る
。
）
か
ら
、
法
第
十
五
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

（
都
道
府
県
又
は
国
の
補
助
）
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第
十
三
条

法
第
二
十
五
条
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
都
道

府
県
又
は
国
の
補
助
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
行
う
。

一

法
第
二
十
二
条
第
一
号
の
四
に
掲
げ
る
法
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
行

政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ

て
算
定
し
た
法
第
二
十
二
条
第
一
号
の
四
に
掲
げ
る
費
用
（
法
第
十
五
条
の
三

十
二
第
一
項
の
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
額
か
ら
、
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
費
用
に
係
る
法
第
二
十
七
条
の

規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
額
そ
の
他
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
の
額
を
控
除
し
た

額
二

法
第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
法
第
十
五
条
の
五
第
一

項
の
居
宅
生
活
支
援
費
又
は
法
第
十
五
条
の
七
第
一
項
の
特
例
居
宅
生
活
支
援

費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
五
条
の
五
第
二
項
第
一
号
（

法
第
十
五
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に

当
該
指
定
居
宅
支
援
（
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
支
援

を
い
う
。
）
又
は
当
該
基
準
該
当
居
宅
支
援
（
法
第
十
五
条
の
七
第
一
項
に
規

定
す
る
基
準
該
当
居
宅
支
援
を
い
う
。
）
に
要
し
た
費
用
（
法
第
十
五
条
の
五

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
費
用
を
除
く
。
）
の
額
（
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
超
え
る
と

き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
、
法
第
十
五
条
の
五
第
二
項
第
二
号

（
法
第
十
五
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

（
大
都
市
等
の
特
例
）

（
大
都
市
等
の
特
例
）

第
十
四
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条

第
十
一
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条

の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
法

の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
法

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
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地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
四
条
の
三
十

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
四
条
の
三
十

の
三
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

２

法
附
則
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
（
二
年
の
据
置
期
間
を
含
む

２

法
附
則
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
（
二
年
の
据
置
期
間
を
含
む

。
）
と
す
る
。

。
）
と
す
る
。

３

前
項
の
期
間
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ

３

前
項
の
期
間
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ

る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八

る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八

十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
補
助
金
等
に

十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
補
助
金
等
に

係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号

係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号

）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定
（
以
下
「
貸
付
決
定
」
と
い
う

）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定
（
以
下
「
貸
付
決
定
」
と
い
う

。
）
ご
と
に
、
当
該
貸
付
決
定
に
係
る
法
附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ

。
）
ご
と
に
、
当
該
貸
付
決
定
に
係
る
法
附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
国
の
貸
付
金
（
以
下
「
国
の
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
完
了
し
た
日
（

る
国
の
貸
付
金
（
以
下
「
国
の
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
完
了
し
た
日
（

そ
の
日
が
当
該
貸
付
決
定
が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
の
前
日
以
後
の
日

そ
の
日
が
当
該
貸
付
決
定
が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
の
前
日
以
後
の
日

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の
末
日
の
前
々
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
。

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の
末
日
の
前
々
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

６

法
附
則
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
償
還
期
限
を

６

法
附
則
第
十
一
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
償
還
期
限

繰
り
上
げ
て
償
還
を
行
つ
た
場
合
と
す
る
。

を
繰
り
上
げ
て
償
還
を
行
つ
た
場
合
と
す
る
。
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